
 

議案第１７３号 

彩の国さいたま人づくり広域連合を組織する地方公共団体の数の減少について 

鳩ヶ谷市を廃し、その区域を川口市に編入したことに伴い、彩の国さいたま人づく

り広域連合を組織する地方公共団体の数が減少することについて、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２９１条の３第１項の規定により協議するため、同法第２９

１条の１１の規定により議決を求める。 

平成２３年１１月３０日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

 


